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規

則

青
森
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
五
十
三
号

青
森
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
財
務
規
則

(

昭
和
三
十
九
年
三
月
青
森
県
規
則
第
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
条
第
二
号
中

｢

吏
員｣

を

｢

職
員｣

に
改
め
、
同
条
第
七
号
中

｢

、
住
宅
金
融
公
庫｣

を
削

る
。

｢

出

納

局

局
出
納
員

第
五
条
第
一
項
の
表
中

｢

出
納
局

局
出
納
員

｣

を

総
務
部
人
事
課

課
出
納
員

｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

吏
員｣

を

｢

職
員｣

に
改
め
る
。

第
五
条
の
二
第
二
項
中

｢

で
吏
員｣

を

｢

で
知
事
の
補
助
機
関
で
あ
る
職
員｣

に
、｢

吏
員
に｣

を

｢

当
該
職
員
に｣

に
改
め
る
。

第
六
条
第
三
項
中

｢

吏
員
そ
の
他
の｣

を
削
る
。

｢

出

納

局

局
会
計
員

第
八
条
第
一
項
の
表
中

｢

出
納
局

局
会
計
員

｣

を

総
務
部
人
事
課

課
会
計
員

｣

に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中

｢

吏
員｣

を

｢

職
員｣

に
改
め
る
。

第
七
十
六
条
の
見
出
し
を

｢
(

財
産
差
押
職
員
証)

｣

に
改
め
、
同
条
中

｢

、
吏
員｣

を

｢

、
職

員｣

に
、｢

税
外
諸
収
入
金
滞
納
者
財
産
差
押
吏
員
証｣

を

｢

税
外
諸
収
入
金
滞
納
者
財
産
差
押
職

員
証｣

に
改
め
る
。

第
八
十
二
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
当
該
請
求
が
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
二
十
七
年
九
月
青
森
県
条
例
第

四
十
五
号)

第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
に
よ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
八
十
三
条
中

｢

場
合｣

の
下
に

｢
(

前
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。)

｣

を
加
え

る
。第

百
三
十
一
条
中

｢

入
札
者
心
得
書｣

の
下
に

｢
(

第
百
三
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
電

子
入
札
に
よ
り
普
通
財
産

(

不
動
産
に
限
る
。)

の
売
払
い
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
シ
ス
テ
ム

(

以

下

｢

普
通
財
産
売
払
い
シ
ス
テ
ム｣

と
い
う
。)

に
よ
る
入
札
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
知
事
が
別
に

定
め
る
も
の)

｣

を
加
え
る
。

第
百
三
十
二
条
第
一
項
中

｢

百
分
の
五｣

の
下
に

｢
(

普
通
財
産
売
払
い
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
入
札

の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
予
定
価
格
の
十
分
の
一)

｣

を
加
え
る
。

第
百
三
十
九
条
の
二
第
二
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
普
通
財
産
売
払
い
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
入
札
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
百
四
十
一
条
の
二
第
二
項
中

｢

落
札
金
額｣

の
下
に

｢
(

普
通
財
産
売
払
い
シ
ス
テ
ム
に
よ
る

入
札
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
落
札
者
の
氏
名
及
び
名
称
を
除
く
。)

｣

を
加
え
、｢

つ
い
て
は
、｣

を

｢

対
し
て
は｣
に
、｢

で
通
知
す
る｣

を

｢

で
通
知
す
る
も
の
と
し
、
普
通
財
産
売
払
い
シ
ス
テ

ム
に
よ
る
入
札
を
し
た
者
に
対
し
て
は
普
通
財
産
売
払
い
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
公
表
す
る｣

に
改

め
る
。
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第
百
五
十
一
条
第
一
項
中

｢

七
日｣

の
下
に

｢
(

普
通
財
産
売
払
い
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
入
札
の
場

合
に
あ
つ
て
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
日
数)

｣

を
加
え
る
。

第
二
百
十
六
条
第
二
項
中

｢

出
納
局｣

を

｢

総
務
部｣

に
改
め
る
。

第
二
百
十
九
条
、
第
二
百
二
十
一
条
、
第
二
百
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
百
二
十
七
条
第
一
項

中

｢

出
納
局
事
務
局
長｣

を

｢

総
務
部
長｣

に
改
め
る
。

第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
中

｢

第
二
百
三
十
八
条
の
四
第
四
項｣

を

｢

第
二
百
三
十
八
条
の
四
第

七
項｣

に
、｢

一
に｣
を

｢

い
ず
れ
か
に｣

に
改
め
る
。

第
二
百
五
十
一
条
中

｢
第
二
百
四
十
六
条
第
一
項｣

を

｢

第
二
百
四
十
六
条｣

に
改
め
る
。

第
二
百
五
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
百
五
十
三
条
第
一
項
第
四
号
中

｢

出
納
局
事
務
局
長｣

を

｢

総
務
部
長｣

に
改
め
る
。

第
二
百
五
十
四
条
第
七
号
中

｢

不
動
産｣

を

｢

財
産｣

に
改
め
る
。

第
二
百
五
十
八
条
か
ら
第
二
百
六
十
条
ま
で
の
規
定
中

｢

出
納
局
事
務
局
長｣

を

｢

総
務
部
長｣

に
改
め
る
。

第
二
百
六
十
六
条
第
一
項
、
第
二
百
七
十
四
条
、
第
二
百
八
十
条
第
二
項
、
第
二
百
八
十
七
条
第

三
項
及
び
第
三
百
三
条
第
一
項
中

｢

公
所
の
長｣

の
下
に

｢
(

地
域
県
民
局
に
あ
つ
て
は
、
各
部
の

長)
｣

を
加
え
る
。

第
三
百
四
条
第
二
項
中

｢

公
所
の
長｣

の
下
に

｢
(

地
域
県
民
局
に
あ
つ
て
は
、
各
部
の
長)

｣

を
加
え
、｢

行
な
わ
せ｣

を

｢

行
わ
せ｣

に
改
め
る
。

第
三
百
九
条
第
二
項
中

｢

公
所
の
長｣

の
下
に

｢
(

地
域
県
民
局
に
あ
つ
て
は
、
各
部
の
長)

｣

を
加
え
る
。

第
三
百
二
十
六
条
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第

四
号
と
す
る
。

第
三
百
三
十
三
条
及
び
第
三
百
五
十
三
条
中

｢

県
税
事
務
所｣

を

｢

地
域
県
民
局｣

に
改
め
る
。

｢

東
青
地
域
県
民
局

中
南
地
域
県
民
局

｢

中
南
地
域
県
民
局

別
表
第
一
中

を

三
八
地
域
県
民
局

に
改
め
、

三
八
地
域
県
民
局｣

西
北
地
域
県
民
局

上
北
地
域
県
民
局｣

｢

青
森
県
税
事
務
所

｢

東
地
方
健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー

五
所
川
原
県
税
事
務
所

、

西
北
地
方
健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー

、

十
和
田
県
税
事
務
所

｣

上
北
地
方
健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー｣

｢

青
森
県
立
海
洋
学
院

｢

東
地
方
農
林
水
産
事
務
所

青
森
県
土
整
備
事
務
所

上
北
地
方
農
林
水
産
事
務
所

、

、

五
所
川
原
県
土
整
備
事
務
所

西
北
地
方
農
林
水
産
事
務
所｣

十
和
田
県
土
整
備
事
務
所

｣

｢

青
森
県
立
今
別
高
等
学
校｣

、｢

青
森
県
立
五
所
川
原
東
高
等
学
校｣

、｢

青
森
県
立
深
浦
高
等
学
校｣

、

｢

青
森
県
立
大
鰐
高
等
学
校｣

及
び

｢

青
森
県
立
八
甲
田
高
等
学
校｣

を
削
る
。

別
表
第
四
中

｢

特
殊
教
育
器
具
類｣

を

｢

特
別
支
援
教
育
器
具
類｣

に
改
め
る
。

｢
｢

第
一
号
様
式
の
１
の
�
中

を

に
改
め
る
。

｣
｣

第
二
号
様
式
の

(

そ
の
四)

の
注
の
１
中

｢県
税
事
務
所
｣

を

｢地
域
県
民
局
の
県
税
部
｣

に
改

め
る
。

第
十
号
様
式
の
二
の

(

そ
の
一)

の
注
の
３
、
同
様
式
の

(

そ
の
二)

の
注
の
３
、
第
十
一
号
様

式
の

(

そ
の
一)

の
注
、
同
様
式
の

(

そ
の
二)

の
注
の
３
、
第
十
一
号
様
式
の
二
の

(

そ
の
二)

の
注
の
３
、
第
十
二
号
様
式
の
注
の
４
及
び
第
十
四
号
様
式
の
注
の
２
中

｢日
本
工
業
規
格
Ｂ
４
｣

を

｢日
本
工
業
規
格
Ａ
４
｣

に
改
め
る
。

第
十
五
号
様
式
の
注
及
び
第
十
五
号
様
式
の
二
の
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

注
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
横
長
と
す
る
｡
た
だ
し
､
こ
の
大
き
さ
に
よ
り
難
い

場
合
は
､
こ
の
限
り
で
な
い
｡

第
二
十
号
様
式
の

(

そ
の
四)

中

｢の
長
)
�
｣

を

｢の
長
)
｣

に
改
め
る
。

第
三
十
号
様
式
の

(

そ
の
一)

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(そ
の
１
)

注
地
域
県
民
局
の
部
に
あ
つ
て
は
公
所
名
の
後
に
当
該
部
の
名
称
を
､
公
所
の
下
部
機
関
等
に
あ

つ
て
は
公
所
名
の
後
に
当
該
下
部
機
関
等
の
名
称
を
付
す
こ
と
｡

第
三
十
二
号
様
式
の
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

注
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
横
長
と
す
る
｡
た
だ
し
､
こ
の
大
き
さ
に
よ
り
難
い
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� �
場
合
は
､
こ
の
限
り
で
な
い
｡

第
四
十
六
号
様
式
の
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

注
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
縦
長
と
す
る
｡

第
五
十
一
号
様
式
中

｢税
外
諸
収
入
金
滞
納
者
財
産
差
押
吏
員
証
｣

を

｢税
外
諸
収
入
金
滞
納
者

財
産
差
押
職
員
証
｣

に
改
め
る
。

第
五
十
五
号
様
式
の
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

注
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
縦
長
と
す
る
｡

第
五
十
九
号
様
式
の

(
そ
の
一)

中

｢一
般
｣

を

｢一
般
及
び
日
額
旅
費
(船
員
等
日
額
旅
費
を

｢

除
く
｡
)
｣

に
改
め
、｢の

級
｣

を
削
り
、

を

｣

｢
に
改
め
、
同

(

そ
の
一)

の
注
中
５
を
６
と
し
、
４
を
５

｣

と
し
、
３
を
４
と
し
、
２
を
３
と
し
、
１
を
２
と
し
、
同
注
に
１
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１
教
育
委
員
会
又
は
警
察
本
部
長
が
定
め
る
旅
行
命
令
(依
頼
)
簿
に
係
る
旅
行
の
場
合
は
､

そ
れ
ぞ
れ
当
該
旅
行
命
令
(依
頼
)
簿
の
様
式
に
応
じ
て
修
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

第
五
十
九
号
様
式
の

(

そ
の
二)

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
五
十
九
号
様
式
の

(

そ
の
三)

中

｢の
級
｣

を
削
り
、

｢
｢

を

に
、

｣
｣

｢
｢

を

に
改
め
、
同
様
式
の

｣
｣

(

そ
の
四)

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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宿
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費

宿
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円 円
路
程
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自
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路
程

キロメートル

�
�
�



� �

第
六
十
四
号
様
式
の
�
の
注
中｢日

本
工
業
規
格
Ｂ
５
｣

を｢日
本
工
業
規
格
Ａ
４
｣

に
改
め
る
。

第
七
十
五
号
様
式
の

(

裏)

中

｢５
送
金
払
の
場
合
は
､
本
書
を
発
行
し
た
日
か
ら
１
年
を
経
過
す
る
と
本
書
で
は
支
払
を
受

け
ら
れ
ま
せ
ん
｡
こ
の
場
合
は
､
出
納
長
に
通
知
し
て
く
だ
さ
い
｡

｣

を｢５
送
金
払
の
場
合
は
､
本
書
を
発
行
し
た
日
か
ら
１
年
を
経
過
す
る
と
本
書
で
は
支
払
を
受

け
ら
れ
ま
せ
ん
｡
こ
の
場
合
は
､
出
納
長
に
通
知
し
て
く
だ
さ
い
｡

６
送
金
払
の
場
合
は
､運
転
免
許
証
そ
の
他
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
が
必
要
に
な
り
ま
す
｡｣

に
改
め
る
。

第
八
十
六
号
様
式
の

(

そ
の
二)
中

｢の
長
)
�
｣

を

｢の
長
)
｣

に
改
め
る
。

第
八
十
八
号
様
式
の
注
の
３
中

｢課
長
が
｣

の
次
に

｢､
地
域
県
民
局
に
あ
つ
て
は
部
長
が
｣

を

加
え
る
。

第
百
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
百
二
号
様
式
の
注
を
同
注
の
２
と
し
、
同
注
に
１
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１
公
所
の
長
の
認
定
は
､
地
域
県
民
局
に
あ
つ
て
は
､
部
長
が
行
う
こ
と
｡

第
百
三
十
九
号
様
式
及
び
第
百
四
十
号
様
式
中

｢出
納
局
事
務
局
長
｣

を

｢総
務
部
長
｣

に
改
め

る
。第

百
六
十
号
様
式
の

(

そ
の
二)

の
注
の
１
中

｢本
庁
｣

の
次
に

｢及
び
地
域
県
民
局
｣

を
加
え

る
。第

百
七
十
一
号
様
式
の
３
中

｢供
用
物
品
払
出
書
｣

を
削
る
。

第
百
八
十
七
号
様
式
の
�
中

｢県
税
事
務
所
等
名
｣

を

｢地
域
県
民
局
名
｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
前
の
青
森
県
財
務
規
則
の
規
定
に
よ
り
調
製
し
た
旅
費
請
求

(

精
算)

書
及
び
支
払
通
知

書
の
用
紙
で
現
に
残
っ
て
い
る
も
の
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

青
森
県
物
品
調
達
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
五
十
四
号

青
森
県
物
品
調
達
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
物
品
調
達
規
則

(

昭
和
三
十
二
年
三
月
青
森
県
規
則
第
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
号
中

｢

、
エ
ネ
ル
ギ
ー
総
合
対
策
局
長｣

を
削
る
。

第
四
条
第
一
項
中

｢

指
定
物
品
要
求
書｣

を

｢

指
定
物
品
要
求
票｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

調
達
物
品
要
求
書｣

を

｢

調
達
物
品
要
求
票｣

に
、｢

調
達
物
品
交
換
要
求
書

(

第
二
号
様
式
の

二)
｣

を

｢

調
達
物
品
交
換
要
求
票

(

第
三
号
様
式)

｣

に
改
め
る
。

第
六
条
中

｢

の
規
定｣

を
削
り
、｢

指
定
物
品
要
求
書｣

を

｢

指
定
物
品
要
求
票｣

に
、｢

調
達
物

品
要
求
書｣

を

｢

調
達
物
品
要
求
票｣

に
、｢

調
達
物
品
交
換
要
求
書｣

を

｢

調
達
物
品
交
換
要
求

票｣

に
、｢

行
な
う｣

を

｢

行
う｣

に
改
め
る
。

第
七
条
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

物
品
納
入
管
理
票

(

第
四
号
様
式)

二

供
用
物
品
受
領
書

(

第
五
号
様
式)

三

見
積
依
頼
書

(

第
六
号
様
式)

第
一
号
様
式
か
ら
第
六
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
七
号
様
式
及
び
第
八
号
様
式
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
五
十
六
号

昭
和
四
十
九
年
四
月
一
日
青
森
県
告
示
第
二
百
十
七
号

(

出
納
長
の
事
務
の
一
部
委
任)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

出
納
員
の
項
の
表
中

｢

地
域
県
民
局
の
地
域
連
携
室
及
び
部

(

県
税
部
を
除
く
。)

並
び
に
地
域

県
民
局
以
外
の｣

及
び

｢
(

県
税
事
務
所
を
除
く
。)

｣

を
削
り
、｢

事
務

(｣

の
下
に

｢

地
域
県

民
局
県
税
部
の
出
納
員
及
び｣

を
、｢

さ
れ
た｣

の
下
に

｢

当
該
地
域
県
民
局
県
税
部
及
び｣

を
加

え
、｢

西
北
地
方
農
林
水
産
事
務
所

(

五
所
川
原
市
に
置
か
れ
る
内
部
組
織
及
び
つ
が
る
市
に
置
か

れ
る
内
部
組
織

(

農
村
整
備
に
係
る
事
務
を
分
掌
す
る
内
部
組
織
を
除
く
。)
に
限
る
。)

、｣

及

び

｢

及
び
県
税
事
務
所｣

を
削
り
、

｢

二

税
外
諸
収
入
金
及
び
歳
出
戻
入
金
の
収
納
事

務
の
う
ち
現
金
又
は
証
券
の
収
納
に
関
す
る
こ

と
。

三

支
出
負
担
行
為
の
確
認
に
関
す
る
こ
と
。

四

一
時
取
扱
金
の
出
納

(

払
出
し
に
あ
つ
て
は
、
を

手
も
と
保
管
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

及
び
保

管
に
関
す
る
こ
と
。

五

物
品
の
出
納
及
び
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

六

前
各
号
に
規
定
す
る
事
務
に
附
帯
す
る
事
務

に
関
す
る
こ
と
。

｣

｢

二

県
税
の
還
付
金
に
係
る
支
出
負
担
行
為
の
確

認
に
関
す
る
こ
と
。

三

県
税
及
び
県
税
に
伴
う
諸
収
入
金
に
係
る
一

時
取
扱
金
の
出
納

(

払
出
し
に
あ
つ
て
は
、
手

に
改
め
、

も
と
保
管
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

及
び
保
管

に
関
す
る
こ
と
。

四

前
各
号
に
規
定
す
る
事
務
に
附
帯
す
る
事
務

に
関
す
る
こ
と
。

｣

｢

を
削
り
、
分
任

｣

出
納
員
の
項
の
表
中｢

地
域
県
民
局(

三
八
地
域
県
民
局
を
除
く
。)

の
地
域
健
康
福
祉
部
の
福
祉
総

室
及
び
こ
ど
も
相
談
総
室
、
健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
の
福
祉
部
及
び
こ
ど
も
相
談
部｣

を

｢

東

青
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福
祉
部
こ
ど
も
相
談
総
室
、
中
南
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福
祉
部
こ
ど
も

相
談
総
室
、
上
北
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福
祉
部
の
福
祉
総
室
及
び
こ
ど
も
相
談
総
室｣

に
改
め
、

｢

を
削
る
。

｣
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病
院
事
業
の
事
務
に
係
る
薬
品
の
出
納
及
び
保
管

に
関
す
る
事
務

病
院
事
業
の
事
務
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
会
計
事

務
。
た
だ
し
、
薬
品
の
出
納
及
び
保
管
に
関
す
る

事
務
を
除
く
。

青
森
県
立
中
央
病

院
に
あ
つ
て
は
医

療
局
の
薬
事
事
務

担
当
の
部
長
、
青

森
県
立
つ
く
し
が

丘
病
院
に
あ
つ
て

は
医
務
局
長
の
職

に
あ
る
出
納
員

青
森
県
立
中
央
病

院
及
び
青
森
県
立

つ
く
し
が
丘
病
院

の
事
務
局
次
長
の

職
に
あ
る
出
納
員

又
は
青
森
県
病
院

事
業
財
務
規
則

(

昭
和
三
十
七
年

四
月
青
森
県
規
則

第
三
十
二
号)

第

二
条
第
五
項
に
規

定
す
る
出
納
員

青
森
県
立
中
央
病
院
及
び
青
森
県
立
つ
く
し
が
丘

病
院
の
事
務
局
次
長
の
職
に
あ
る
出
納
員
が
、
出

納
長
の
事
務
の
一
部
を
委
任
さ
れ
た
事
務
の
う
ち
、

支
出
負
担
行
為
の
確
認
に
関
す
る
事
務

青
森
県
立
中
央
病

院
及
び
青
森
県
立

つ
く
し
が
丘
病
院

の
分
任
出
納
員
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長
島
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目
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青
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・
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水
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